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○今川室長    それでは、定刻となりましたので、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会

新開発食品調査部会を開催いたします。私は、事務局の厚生労働省食品基準

審査課新開発食品保健対策室室長の今川と申します。どうぞよろしくお願い

いたします。本日は、お忙しい中御参集いただき、誠にありがとうございま

す。この度、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、オンライン会

議での開催とさせていただきます。  

 本日の出席状況ですが、現時点で本部会の委員 14 名中 13 名の委員に御出

席いただいており、本日の調査会が成立することを御報告いたします。なお、

本日の部会の開催に際して、山田委員より事前に欠席の御連絡を頂いており

ます。また、本年３月に、阿部圭一委員の退任がありましたので、新しく御

就任いただきました国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所  国立健

康・栄養研究所所長の津金昌一郎委員に、ここで自己紹介いただきたいと思

います。それでは津金委員、どうぞよろしくお願いいたします。  

○津金委員    国立健康・栄養研究所長として本部会の委員を拝命しております津金と申

します。私は、薬事・食品衛生審議会というのは、実は 20 年ぐらい前に、当

時の毒性部会という会議の部会員を２、３年やって、その後に食品安全委員

会ができたときに、化学物質と汚染物質の専門委員を 10 年ぐらい務めていま

したが、新開発食品というのは今回初めてです。当研究所からは千葉部長も

出ていますので、そこら辺は安心しながら参加したいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。以上です。  

○今川室長    津金委員、ありがとうございました。なお、事務局の記載違いで、皆様方

にお配りしている部会の委員名簿、９番目が津金委員なのですが、所属の所

で現在、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所所長となっています

けれども、この間に国立健康・栄養研究所という 10 文字が抜けています。大

変失礼いたしました。後ほど、この部会が終わった後になってしまいますが、

委員の皆様方に修正した名簿をメールで御送付したいと思います。併せてホ

ームページ上にも掲載していますので、それも修正させていただきたいと思

います。大変失礼いたしました。  

 続いて、事務局よりオンライン会議の進め方、資料について御説明いたし

ます。  

○平松専門官   事務局の平松です。まず、オンライン会議の進め方について説明いたしま

す。今回は、Ｚｏｏｍを活用したオンライン会議となっております。円滑な

進行のため、次の点について御対応いただきますようお願いいたします。①

発言者以外は、マイクをミュート設定にしてください。②発言されたい場合

は、挙手又はメッセージにて意思をお伝えください。③挙手又はメッセージ

を確認しましたら、座長又は事務局より指名いたします。④指名された方は、
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ミュート設定を解除して、御発言ください。⑤お手数ではございますが、発

言の冒頭で、お名前をお伝えください。⑥発言が終了しましたら、再びミュ

ート設定にしてください。  

 次に、配布資料について説明いたします。今回、議題は大きく３つあり、

１つ目に、指定成分等含有食品の健康被害報告について、対応ワーキンググ

ループの先生に御相談させていただいているのですが、こちらの設置要綱の

一部改正を御報告いたします。資料１ -１は、設置要綱一部改正についての

概要となっております。資料１ -２については、指定成分等含有食品に係る

今までの制度の概要となっております。資料１ -３は、設置要綱の改正案の

資料となっております。資料１ -４については、指定成分以外のいわゆる

「健康食品」全般の関連が疑われる健康被害情報を今後、公表していく予定

なのですが、そちらの様式 (案 )となっております。  

 議題２に移ります。資料２ -１は、ゲノム編集技術を利用して得られた魚

類の取り扱いにおける留意事項等についての概要の説明紙となっております。

資料２ -２は、ゲノム編集食品に係る制度の概要となっております。資料２ -

３が、ゲノム編集技術を利用して得られた魚類一般の取扱いの留意事項の資

料となっております。併せて、先月ゲノム編集技術応用食品である「可食部

増量マダイ」が届出されたので、御報告させていただきます。  

 議題３です。遺伝子組換え食品及び添加物の安全性審査が終わったものに

ついて、今回の部会を機に、定時報告をさせていただければと思っておりま

す。  

配布資料について説明させていただきました。また、会議の途中で操作不

良が生じましたら、メッセージを活用して事務局へお申し付けください。以

上です。  

○今川室長    事務局の今川です。それでは以降の進行は、曽根部会長にお願いして議事

を進めてまいります。曽根部会長、よろしくお願いいたします。  

○曽根部会長   部会長の曽根です。本日は、よろしくお願いいたします。それでは早速、

議題１「指定成分等含有食品による健康被害報告への対応ワーキンググルー

プ」設置要綱の一部改正について討議したいと思いますが、まず、資料１に

ついて事務局から説明をよろしくお願いいたします。  

○今川室長    事務局の今川です。まず、資料１を御用意ください。資料１ -１、１ -２、

１ -３、１ -４の４つを合わせて御説明申し上げます。資料１ -１は一枚紙です

が、今回お話しさせていただく概要の一枚紙です。ざっと御説明申し上げた

後、更に詳細は、次の資料１ -２、１ -３、１ -４で御説明申し上げたいと思い

ます。  

まず、資料１ -１ですが、「指定成分等含有食品による健康被害報告への対
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応ワーキンググループ」設置要綱の一部改正についてということで、大きく

１番、２番と分かれております。１ .制度等の概要です。この部会でもこれ

まで何回か御報告させていただいたところですが、食品衛生法の改正が平成

30 年にありました。そこで第８条というのを新設して、コレウス・フォルス

コリー、ドオウレン、プエラリア・ミリフィカ及びブラックコホシュの４成

分を指定の成分等ということで、これを取り扱う事業者が健康被害の情報を

入手した場合には、都道府県等を通じてですが、その状況を届け出ることが

義務化されて、令和２年６月１日より施行されています。  

 このときに、報告がどんどん上がってくるのですが、それを昨年 12 月のこ

の部会のときに、その事例を検討していただくためのワーキンググループを

設置させていただいております。その際に、４名の委員、この部会からも曽

根委員、千葉委員、塚本委員に御参加いただいております。それから、部会

の下に設置されている新開発食品評価調査会からも西崎委員に御参加いただ

き、合計４名の委員で構成して、現在も事例を見ていただいているところで

す。この中で、各事例の症例も増えていき、直ちに何か問題が生じていると

いうことではないのですが、今後、おそらくいろいろな症例が更に出てくる

だろうということもあって、今年３月の食品衛生分科会、この部会の親の審

議会ですが、食品衛生分科会の中でも曽根委員から、できるだけ症例をよく

見られるように、いろいろな先生に見ていただきたいという御要望がありま

した。そういうことも含めて、今後いろいろな症例が出てくるということを

前提に、参加していただく先生方の拡充を検討させていただいていたところ

なのですが、この度は３名の先生方に、参考人というお立場で御参加いただ

くということを考えています。  

 次に、２ .改正の内容ですが、主に３点あります。１点目は、今申し上げ

た専門家の拡充です。ここに書かれているのは阿部理一郎  新潟大学皮膚科

教授、迎寛  長崎大学呼吸器内科教授、山縣邦弘  筑波大学腎臓内科教授、こ

の３名の方にワーキンググループに御参加いただく予定としております。皮

膚科、呼吸器科、腎臓内科ということで、皮膚科は、今いろいろな症例の中

で、かゆみ、発疹などで赤くなりましたといった症例も結構ありますので、

皮膚科の阿部先生に入っていただきたいということです。それから、今そう

いった症例が現存するわけではないのですが、今後、もし呼吸器とか腎臓系

といったところの症例の検討が急に必要になった場合に、急にお話をさせて

いただいても、そもそも先生方も流れが分かっていないと難しいということ

もありますので、そういった観点で呼吸器内科の迎先生、腎臓内科の山縣先

生に入っていただきたいと考えております。したがって、今後いろいろな症

例がおそらく出てきますので、その中で更に追加させていただきたい先生方



 4 

が事務局や委員の先生方からもあるかもしれませんが、差し当たって当面は、

この３名の先生方に御参加いただきたいというように考えています。  

 ２点目として、ＷＧ開催の充実ということです。今は４名の先生に、上が

ってきた事例を基本的には全て見ていただいております。特に重要な事例の

場合には、事務局から直ちに見ていただくこともありますし、そうでない場

合にも定期的にリストアップして見ていただいているという状況です。当然

メールでの随時の御確認は今後もさせていただくのですが、それ以外に、こ

の部会のように審議会としての正式なワーキングというのも、年に３回程度

開催したいと考えています。その際には、１週間前ぐらいには開催するとい

う公表を当然させていただきますし、会議の中身自体はいろいろな製品名と

かも出てきますので、オープンではなくクローズでの議論になるかと思いま

すが、その後、出せる資料については、議事録を含めて厚労省のホームペー

ジ上に、できるだけ掲載させていただきたいと思っております。  

 ３点目としては、いわゆる「健康食品」の健康被害の取扱いの追加という

ことで、これは何かというと、今このワーキングの先生方に見ていただいて

いるのは、基本的には指定成分等である４成分のみです。ただ、それ以外の

いわゆる「健康食品」も、事例としては少ないですが上がってきます。この

設置要綱には特に書いてありませんが、今は任意に先生方にその事例も含め

て御確認いただいているという状況です。したがって、指定成分等含有食品

以外のいわゆる「健康食品」の部分も明確に、このワーキングで見ていただ

くということを、文字として明確にさせていただくことを考えています。同

時に、上がってきた指定成分等以外のいわゆる「健康食品」の症例について

も、指定成分等と同じように一覧表として厚生労働省のホームページに掲載

させていただくということを考えています。これが概要です。  

 続いて、資料１ -２を御覧ください。資料１ -２はパワーポイントです。今、

大体の制度は御説明申し上げましたので、ざっとですが、そもそも指定成分

等含有食品に係る制度あるいは健康食品全体の制度がどういうものなのかと

いうことの御説明です。資料１ -２のパワーポイントの２ページです。いわ

ゆる「健康食品」の安全性確保に関する取組ということで、この１枚が全体

像になります。指定成分等含有食品も含めて、いわゆる「健康食品」と考え

ていますが、いわゆる「健康食品」は、これまでも主に２つの通知に基づい

て行ってきました。 1 つが製造段階におけるものです。カプセル、錠剤とか

そういったものを作るときに、安全性確保はもちろんですが、一定の品質が

確保できるようなＧＭＰによる品質確保等も、この通知に記載しています。  

 もう１つは、実際に健康被害が起こったときの対応要領という通知があり

ます。健康被害が起こったときに、この要領に基づいて報告が上がってくる
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ということです。この部分については、令和２年６月施行ということで、指

定成分等含有食品について義務化されました。いわゆる製造管理・品質管理

の義務化、健康被害情報の届出の義務化がされました。  

 ３ページ目は、食品衛生法等の一部を改正する法律の概要です。平成 30 年

の法改正の概要ですが、７つの主な項目がある中の１つで、３ .特別の注意

を必要とする成分等を含む食品による健康被害情報の収集という項目で法改

正をしております。  

４ページです。実際の法律上の条文としては、食品衛生法第８条というの

を新設しています。第８条に第１項、第２項、第３項とあって、第１項で、

特別の注意を必要とする成分又は物であって、薬事・食品衛生審議会の意見

を聴いて指定したものを「指定成分等」といい、これが今は４つ指定されて

いるのですが、それを含む食品を「指定成分等含有食品」と呼んでいますけ

れども、こういった食品を取り扱う事業者は、健康被害の情報を得た場合に

は、遅滞なく、都道府県知事等を経由して厚生労働省に届け出なければなら

ないという規定を置いています。これが第１項です。  

 第２項は、そういった情報を得た都道府県知事等は、厚生労働大臣にその

情報を報告しなければならないという報告の義務の規定です。第３項は、義

務規定ではないのですが、医師、歯科医師、薬剤師その他の関係者は、被害

の把握に努めるとともに、そういった情報に係る自治体の調査等にあたり必

要な協力に努めなければならないというように、努力規定として置かせてい

ただいております。  

 続いて５ページですが、今申し上げた所の条文上の整理です。細かい文字

を見ていただく必要は全くありません。矢印の中心に、「食品衛生法の改正」

というのがあって、今申し上げた第８条の条文です。左側に、指定成分等の

内訳として、コレウス・フォルスコリー、ドオウレン、プエラリア・ミリフ

ィカ、ブラックコホシュの４つが指定されています。それから、製造の基準、

適正製造規範 (ＧＭＰ )の導入として、製造するときの規定を義務化していま

す。それから、健康被害等の情報収集・届出ということで届出を義務化して

います。こういった条文上の整理になっています。  

 ６ページですが、対応のフローチャートとして表しています。まず、販売

者・製造者が、ＧＭＰに基づいて原材料・製品の安全性の確認をします。こ

れが義務化されたということです。そして実際に製品を販売して、仮に健康

被害の情報を得た場合には、都道府県等を経由して厚生労働省に届出の義務

が掛かったというものです。厚生労働省は、その情報を集約して、厚生労働

省の右側に薬事・食品衛生審議会等の専門家ＷＧ、正に今ここで御議論させ

ていただいているワーキンググループですが、そこの先生方、今は４名の先
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生方ですが今後は当面７名の先生方に見ていただいて、科学的知見に基づき

対応を検討していくということです。そして必要があれば、注意喚起、改善

指導、販売禁止等の措置を検討していくというものです。  

 続いて７ページですが、ワーキンググループの設置についてです。先ほど

申しましたように、昨年 12 月のこの部会において、ワーキンググループを設

置させていただいております。これは部会決定として、新開発食品評価調査

会に設置させていただいております。先ほど申しましたように４名の委員で

構成し、必要に応じて、他の委員又は外部の有識者に意見を求めるとさせて

いただいております。  

 ８ページは、受理後の対応です。これも細かい文字を見ていただく必要は

ありませんが、厚生労働省が情報を得た場合には、まず情報収集をしていく

ということです。当然、報告していただいた都道府県等に情報収集をさせて

いただいたり、消費者庁とも連携して必要があれば、ＰＩＯ -ＮＥＴとか、

そういった情報も確認させていただくことにしております。そして、情報を

得たものについて、このワーキンググループですが、専門家ワーキンググル

ープで御検討していただきます。引き続きの情報収集が必要という場合には、

厚生労働省のホームページに情報として公表していくというものです。もし、

直ちに検討が必要となれば、新開発食品評価調査会を緊急に開いて、総合的

に検討していくということになります。  

 ９ページ以降の数ページは、実際に今、厚生労働省のホームページで公開

している健康被害情報の一例です。公開情報の最初の１ページだけをそれぞ

れコピーしたので、後ほどまた集計を御説明いたしますが、こういった形で

載っているのだということで見ていただければと思います。  

まず、令和２年の所を引っ張ってきていますが、１番として、指定成分等含

有食品による健康被害報告件数ということで、４つの指定成分等です。一番

下の５つ目は、プエラリア・ミリフィカ +ブラックコホシュと書いてありま

すので、これは一見５つに見えるのですが、２つの成分が入っているものも

ありますので、それをここに別に分けて記載させていただいておりますので、

指定成分等としては４つということになります。  

 10 ページ目は、性別や年齢に分けたものを掲載しています。 11 ページ目は、

報告のある主な症状で、症状が追加されれば主なものを随時追加していくも

のになります。それから、他のいわゆる「健康食品」の摂取状況と、医薬品

の摂取状況を掲載しています。 12 ページ目は、個別事例の一つ一つを、ごく

簡単ではありますが、それぞれ一例ずつ、こういったエクセル形式で情報を

掲載しています。  

 続いて 13 ページですが、 13 ページ以降の数枚は、これまでの状況です。
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令和２年６月１日に、この制度が始まって以降、令和３年９月 30 日までの１

年４か月分です。まず、指定成分等含有食品による健康被害報告件数は、累

計で 347 件です。比較的多いのがコレウス・フォルスコリー、ブラックコホ

シュです。ドオウレンがゼロなのですが、指定のときから基本的に、国内で

何か症状があるということは当時からなかったのですけれども、海外の情報

とかを見ても非常に重篤な症状が研究データや症例としても報告がありまし

たので、ドオウレンを指定していますが、今のところ 0 件です。これは、国

内ではおそらく販売されていない、あるいは販売しても少ないということが

考えられますが、実際の販売数についてはちょっと分からない状況です。販

売されているとしても、おそらく海外で販売して、海外の事業者から直接購

入するというやり方での購入はあり得るかなと思っておりますので、引き続

き被害情報を注視して見ていきたいと考えています。  

 14 ページは、性別ですが、 347 件のうち、女性が比較的多くて 312 件とな

っています。 15 ページは年齢ですが、 347 件のうち 40 代、 50 代、 60 代が比

較的多いという状況です。 16 ページですが、主な症状です。コレウス・フォ

ルスコリーは、下痢 (軟便を含む )、腹痛、かゆみ・発疹、検査値の異常 (肝

機能 )、便秘、頭痛などです。下痢と便秘は相反するようなことが書いてあ

りますが、体調により、また人によって下痢の人もいるし、便秘の人もいる

という可能性がありますので、どちらの症状もあるということで、どちらも

書いてあります。ドオウレンは、健康被害報告なし。プエラリア・ミリフィ

カは不正性器出血、月経不順、胸の張り、かゆみ・発疹、腹痛などです。ブ

ラックコホシュは、胃痛、これは胃の不快感で、胃がむずむずするとか、む

かむかする、そういったことも含まれています。かゆみ・発疹、月経不順、

検査値の異常 (肝機能 )、頭痛などとなっています。  

 17 ページです。他のいわゆる「健康食品」の摂取状況です。あり、なしと

して、「あり」のほうが比較的多く 142 件となっています。 18 ページは医薬

品の摂取状況です。 347 件のうち「あり」は 111 件、「なし」が 114 件、「不

明」が 122 件となっています。  

 続いて、資料１ -３です。資料１ -３は、今回のワーキンググループの設置

要綱の改正案の見え消し版を載せています。見え消し版を見ていただくと、

主に修正した所は今の３件なのですが、例えば、題名です。指定成分等含有

食品、これは「等」を入れています。「等」というのは、指定成分含有食品

以外の、いわゆる「健康食品」も含まれたということになります。との関連

が疑われる、この「との関連が疑われる」というのは、 12 月の部会でこのワ

ーキンググループを設置したときの委員の意見で、必ずしも指定成分等含有

食品による健康被害というわけではなくて、因果関係は分からないけれども、
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そういったものも多数上がってくるだろうということで、その段階で「によ

る」というよりは、「との関連が疑われる」としたほうがいいのではないか

という御意見がありました。したがって、先ほどのホームページに載せてい

る集計上は、「との関連が疑われる」という題名に既にさせていただいてお

ります。  

 すぐ後ですが、「健康被害報告」だったのですが、法令の条文を読むと、

健康被害の情報とありますので、それの報告ということでちょっと修正させ

ていただいて、「報告」を「情報」に修正させていただいております。  

次に、中身ですが、１ .設置趣旨です。これも今と同様の修正です。２ .審議

事項は、今まで指定成分等含有食品だけを考えればよかったのを指定成分等

含有食品と、その他のいわゆる「健康食品」というのを両方審議事項にする

ということを明確にさせていただいたということです。この関係で、いわゆ

る「健康食品」のほうの事例を出していく日付については、「令和２年６月

１日以降」ということにさせていただこうかと思っております。おそらく毎

月１件ないしは数箇月に１件ぐらいですが、今後上がってきたものを審議の

上、全て掲載させていただきたいと思っております。  

 次に、３ .組織等ですが、 (１ )は今申し上げた修正をして、今は４名です

けれども、４～５名程度の委員及び数名の参考人、これが今は３名です。Ｗ

Ｇの座長は互選により選出すると。この文章の中でも、調査会とか部会とか、

ワーキングとかいろいろ出てきて、明確にするためにＷＧというのを追加し

ています。 (２ )もそういった内容です。 (３ )が、主な改正点の３つの１つで、

「年に３回程度ＷＧを開催する」としています。  

 ２ページです。「厚生労働省」を加えて記載したり、「ＷＧの構成員は部

会長が指名する (名簿は別紙のとおり )」と加えさせていただいております。

今回、要綱の改正ということで、先生方に御報告申し上げてから正式に動き

出そうと思っておりますが、実際に動き始めるとおそらくいろいろな症例が

出てきて、緊急的に参考人の先生を追加したほうがいいという話も出てくる

かもしれません。そのときには、基本的にはＷＧの座長、この部会の部会長

も兼ねていただいていますが、曽根部会長に指名していただいて、参考人と

して急きょ追加するという場合もあり得ると思います。したがって、次ペー

ジの名簿は適宜、修正されることがあります。もちろん、たとえ後付けであ

っても修正した場合には部会の度に委員の皆様方に御確認いただきたいと思

っております。  

 今、御説明した別紙の構成員の名簿ですが、４名の先生方に加えて、参考

人として３名の先生方に入っていただくということです。年三回のワーキン

ググループの開催時、その都度、食品衛生分科会審議参加規程に従って、参
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考人という位置付けで先生方に入っていただくということになります。事務

局については、私の名前も含めて全ての名前を掲載していたのですが、やは

り異動等がありますので、その都度改正というのも何なので、部署名だけに

させていただいております。  

 続いて最後、資料１ -４です。資料１ -４は一枚紙です。いわゆる「健康食

品」との関連が疑われる健康被害情報の一覧をホームページで掲載させてい

ただこうと思っているのですが、その項目の案です。今、掲載している指定

成分等含有食品の一覧の例を下に載せていますが、違いが２つあります。１

つは、主な成分等、赤く書いてありますが、そこの項目を追加しています。

指定成分等含有食品のほうは、既に４つとして成分名が指定されて上がって

きますので、それをあえてこの中の項目として入れる必要はないのですが、

いわゆる「健康食品」のほうは、どの成分が原因になっているかというのが

明確になって上がってくるわけではありませんので、主な成分というのを記

載させていただくことになろうかと思っています。  

ただ、このときにちょっと難しいのは、例えば原材料が 20 種類あったとき

に、因果関係が分かりませんので、メインの何々という成分かなと思ってい

たとしても、その成分ではなく関連する成分で、たまたまアレルギー的な反

応が起こっている可能性も当然ありますので、ピンポイントで、この成分で

あると指定するのは非常に難しいと考えております。  

 したがって、ここは一例一例を慎重に、事務局もこれまでの事例等も含め

て判断、あるいはワーキンググループの先生に御相談させていただきながら、

この項目を埋めていくことになろうと思います。そのため、この表の一番上

に※が書いてあります。「※主な成分等と主な症状との因果関係は必ずしも

明らかになっているものではありません」と書いた上で、ここに１成分書け

るのかあるいは５成分なのかというのを、その都度検討させていただくこと

になろうかと思っています。全部書いてしまうと製品がおそらく特定されて

しまいますので、因果関係が分からない限りは、その製品が特定されないよ

うに、この辺りは慎重に検討させていただきたいという項目です。  

 もう一つの項目としては、今、指定成分等含有食品のほうでは項目のある

「重篤度」です。これは基本的に、通知に従って「重篤度」を保健所のほう

で入れていただくことになっています。この項目も入れようかと思ってはい

るのですが、現状の、いわゆる「健康食品」の通知には、この項目がありま

せんので、今後こういった話も含めて「重篤度」というのをいわゆる「健康

食品」のほうにも入れ込んでいくという議論も当然出てくると思いますので、

相互に、もし同じようになった場合には、この項目をそのときに入れ込んで

いくということを考えています。ちょっと長くなりまして恐縮です。資料１
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については以上です。  

○曽根部会長   ありがとうございました。それでは、今の御説明に基づいて、各委員から

意見等がある場合は挙手又はメッセージにて意思表示をお願いいたします。

何かありますか、大丈夫でしょうか。北嶋委員、お願いいたします。  

○北嶋委員    北嶋でございます。本日は、事務局と同じ場所から参加させていただきま

す。  

 少しだけ強調したい点がございまして、それは、この指定成分自体、「指

定成分等」というように書かれているとおり、成分自体ではなくて、「物」

で記載されていて、成分をどう定義するかという問題もあるのですが、掲げ

られております４つのものともに「物」で記載されているわけですよね。成

分として挙げるとすれば、例えば一番上のものは薬理的な成分であるフォル

スコリンが代表例のはずですが、他方、様々な薬理的な成分の混合物である

ものもあり、どれが主成分なのかがよく分からない中で、「物」として定め

られていることは、適切な考え方と考えております。一方で、副作用情報を

集めるときに、現時点では、「主な成分など」ということのようですが、今

であればこの定義について明確化できるタイミングではないかと考えました。

例えば化学物質名や、薬理的な成分名で整理するのか、それとも「物」でと

どめてしまって、後で総合的に評価するような記載にするのかなど、今のう

ちに明確化しておけば混乱しないかなと思うのです。  

○曽根部会長   曽根部会長  ありがとうございます。事務局、いかがでしょうか。  

○今川室長    はい。事務局の今川でございます。北嶋委員、ありがとうございました。  

 そうですね。今、委員がおっしゃられましたように、まず制度なのですが、

指定成分等は第８条の条文上にもありますが、成分と「物」なのです。これ

は何かと言うと、先ほど申し上げた４つ、コレウス・フォルスコリー、ドオ

ウレン、プエラリア・ミリフィカ、ブラックコホシュ、これはいずれも植物

名なのです。この植物名の中で、おそらく実際に作用しているのが、例えば

今、北嶋委員におっしゃっていただいたように、コレウス・フォルスコリー、

植物であれば、おそらくその中に含まれるフォルスコリンであろうというこ

とになっているのです。ただ、それが明らかになっている場合と、なってい

ない場合が当然出てくると思いますので、その辺り、成分として指定してい

くのか、もの、植物名などで指定していくのかというのは、今後も一つ一つ

を検討していくとおそらく物質ごとに違ってくると思います。北嶋委員から

もお話がありましたように、その中で今後、指定する場合には、もちろん先

生方あるいはこの部会でも相談をさせていただきながら、慎重にしていくこ

とになると思いますが、その場合にも、北嶋委員のおっしゃられた観点を常

に念頭に置いて考えていく必要があろうかと思っております。事務局からは、
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以上です。  

○曽根部会長   ありがとうございました。ほかに、委員の皆さんからはいかがでしょうか、

御質問やコメント等はありますか。先ほどお話がありましたワーキンググル

ープの構成員に関しては、今後、様々な症状が、さまざまな臓器にわたって

出てくる可能性があるため、できるだけ充実した体制にしたいという観点か

ら、各分野の専門家の方が加わる体制をつくっていただきました。今回、例

えば腎臓、肺、皮膚などについては、様々な症状について詳しく評価のでき

る体制ができておりますが、更に今後、小児科、アレルギー、婦人科系など、

必要に応じて追加で、委員やワーキンググループ参考人の先生方にお願いす

ることもあり得るということになっております。  

 そのほか、皆様よろしいでしょうか。千葉委員、お願いします。  

○千葉委員    国立健康・栄養研究所の千葉です。一点、確認したいのですが、今後、い

わゆる「健康食品」まで含めるということなのですが、今現在、いわゆる

「健康食品」は月に１件あるかないかというお話だったのですが、その一方

で、参考資料１ -１の３ページ、これは平成 14 年通知なのですが、その一番

上に消費生活センターと定期的に連絡会を開催するという文言が書いてあり、

消費生活センター（ PIO-NET）のほうには年間３ ,000 件ないし４ ,000 件の被

害報告がきています。こことの連携というのは、どのようになっているのか

を御教授いただければと思います。  

○曽根部会長   事務局、よろしくお願いいたします。  

○今川室長    はい。事務局の今川です。千葉委員、ありがとうございます。基本的には

消費生活センターさんと直接やり取りをすることはないのですが、消費者庁

を通じて、我々が気になる症状や、ここでは申し上げられないのですが、製

品名などで検索をかけていただくことはございます。そうした中で、もちろ

ん私も直接見ると、たくさんの症例や事例が挙がっていても、直接その症状

ではないことも結構あります。それを一つ一つ見ていくと何があるかという

と、例えばお金を返してくれないみたいな話とかも結構あるのです。なので、

それは明らかに症例とは違うというところを省いていって、省けないものが

どれぐらいあるのかというところを見ていくことになりますが、そういった

データの御協力とかを消費者庁にやっていただいたりすることもございます。

今のところ、何か気になるような、新開発食品評価調査会で検討をする必要

があるということは、事務局としては特に思っておりません。事務局からは、

以上です。  

○曽根部会長   ありがとうございます。今後、こちらのワーキンググループが、いわゆる

「健康食品」などを広く扱うということになれば、今、千葉委員から御指摘

があったように、ほかのいろいろな組織やデータベースや、そういう媒体か
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らいろいろな情報がもたらされてくる可能性もあり、せっかくこのような専

門家が集まったワーキンググループができたので、新しい食品や成分で問題

のある製品に対する情報をできるだけ早く察知して、例えば被害が広がって

いく前に素早く対応できるような体制にできれば更に良いのではないかとい

うように感じます。いかがでしょうか。皆様、よろしいでしょうか。  

 それでは、この件に関する今後の流れについて、事務局のほうから御説明

をお願いいたします。  

○今川室長    事務局の今川です。今後の流れですが、この部会と同様の報告を、１週間

後の来週月曜日に新開発食品評価調査会を開催いたしますので、そこでも報

告させていただく予定です。その後、改正後の設置要綱に基づいて、部会長

が指名する委員４名及び参考人３名に正式にワーキンググループの構成員と

して御就任いただく予定です。その後、早ければ 11 月から、今まで行われて

いた電子メールによる定期報告を、新たに加わっていただく３名の先生にも

加わっていただいた上で報告を行って、先ほど３回のＷＧと申し上げました

が、少なくとも今年度中に１回はＷＧを開催していきたいと思っております。

また、今後のワーキンググループでの審議におきまして、更なる検討が必要

と判断された場合には、先ほど申しました新開発食品評価調査会のほうで、

指定成分含有食品あるいは、いわゆる「健康食品」との因果関係や食品衛生

上の措置などを総合的に検討・審議いただくことに緊急の場合には、そうい

った措置を取っていただくことになろうかと思っております。事務局からは、

以上です。  

○曽根部会長   ありがとうございます。今後の流れについて、各委員の皆様から御意見が

ある場合は、挙手またはメッセージでお知らせいただけますか、大丈夫でし

ょうか。  

特に御異議がないということで、その線でよろしくお願い申し上げます。そ

れでは、議題１については終了したいと思います。事務局は、この部会の意

見を踏まえて新開発食品評価調査会での報告をよろしくお願いいたします。  

 それでは引き続き、議題２「ゲノム編集技術を利用して得られた魚類の取

扱いにおける留意事項」等について、まず資料２について事務局より御説明

をよろしくお願いいたします。  

○今川室長    資料２を御用意ください。資料２ -１～資料２ -４について、併せて御説明

いたします。まず資料２ -１です。これは１枚紙で、今から報告申し上げるこ

との概要です。これを踏まえて、更に資料２ -２～２ -４で詳細に申し上げま

す。  

 資料２ -１は、「ゲノム編集技術を利用して得られた魚類の取扱いにおけ

る留意事項」等についての報告です。１．ゲノム編集技術応用食品及び添加
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物の届出の概要です。昨年 12 月のこの部会では、それまでに後代交配種の議

論が行われていましたので、その結果を報告しております。それから本年３

月のこの部会では、タイミング的にトマトが出ておりましたので、トマトの

報告をしております。ただ、それ以降の動きもありますし、新しく入られた

委員の皆様方もいらっしゃいますので、まず資料２ -２で概要を説明いたし

ます。取扱要領を定めていて、外来遺伝子が入っているか入っていないかと

いうところで分けています。外来遺伝子が入っていなければ今までの育種と

同じで、入っていれば、いわゆる遺伝子組換え食品と同じ扱いというように

分けております。  

 次に２ .報告事項ですが、主に２つ報告があります。１つ目は、ゲノム編

集技術を利用して得られた魚類の取扱いにおける留意事項です。これはマダ

イなのですが、魚類を議論していく中で、やはり植物とはかなり違う部分が

あるということで、まず魚類のゲノム編集とはどういうものなのかというの

を、できるだけ一般の消費者あるいは事業者にも御理解いただけるように、

オープンな場で議論を５回開催させていただきました。そのまとめが、５回

目に出した留意事項になっております。２つ目は、ゲノム編集技術応用食品

(マダイ )の事前相談に係る確認結果です。先月の９月 17 日にマダイの事前相

談が終わり、届出を受理いたしましたので、その内容について報告いたしま

す。  

資料２ -２は制度の概要です。そもそも、ゲノム編集食品はどういった制度

で行っているかというものです。２ページ目は、若干先ほど御説明いたしま

したが、大きく２つに分かれます。それは、外来遺伝子が入っているか入っ

ていないかが大きな観点になります。左側は従来の育種技術、右側が組換え

ＤＮＡ技術で、いわゆる「遺伝子組換え」に分けております。ゲノム編集は

どちらの技術もできますので、真ん中に書いてあります。まず従来の育種技

術ですが、従来のというのは通常の突然変異も含めて、従来の突然変異を利

用した育種です。ただ、この場合はものすごく時間が掛かってしまうという

ことで、数十年前から放射線を当てる、あるいは薬剤を使う形で標的とする

遺伝子を目指してランダムに遺伝子を切断します。もちろん狙ってはできま

せんので、放射線を当てても標的遺伝子を必ずしも切れるというものではあ

りませんので狙うことはできないのですが、ランダムに切っていって、ある

とき偶然に標的の遺伝子が変わるということを利用しているのが「従来の育

種技術」なのですが、真ん中の「ゲノム編集技術」を見ていただきますと、

ゲノム編集の技術は、ピンポイントで狙ってその場所を切ることができると

いう技術です。狙って切るという、単にそれだけのことであれば従来の技術

と同じだということで、従来品と同じという整理にさせていただいておりま
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す。ただ、そのときに新しい技術であるということや、国民の不安の声もあ

りますので、厚生労働省で事前にそれを相談していただき、問題がなければ

それを届け出ていただくという仕組みにしております。仮に、外来遺伝子が

入っていると判断されれば、これは従来の遺伝子組換え食品の仕組みに従い

安全性審査・公表がなされるという制度です。  

 ３ページ目は、それをフロー図にしたものです。まず事前相談として、開

発者、事業者から厚労省に相談していただき、厚生労働省はそれを、この部

会の下に設置されていて先ほどの調査会とは別の調査会である「遺伝子組換

え食品等調査会」の委員の皆様方に見ていただいております。特に外来遺伝

子が入っていないとか、新たな毒性の物質あるいはアレルゲン性が増強され

ていないことの確認が済めば、「届出に該当」ということで、厚生労働省か

ら開発者に連絡をして届出ていただくことになります。届け出ていただけれ

ば、厚労省として直ちにホームページにその旨を掲載させていただくことに

しております。先ほど申しましたように、仮に外来遺伝子が入っていると分

かった場合には、右側の遺伝子組換え食品と同じく安全性審査が行われると

いう制度です。  

 続いて資料２ -３「ゲノム編集技術を利用して得られた魚類の取扱いにお

ける留意事項」です。こちらは令和３年６月 25 日付けの新開発食品調査部会

の遺伝子組換え食品等調査会の報告です。１ .食品衛生上の留意事項の (１ )

全般的な留意点です。特に今回は栽培植物と比べて養殖魚はかなり違いがあ

るということで、この違いがどういった点にあるのか、それをどのように留

意しながら見ていく必要があるのかというものです。全般的な留意点として

は、大きく３つあります。①育種や品種改良の歴史が、栽培植物に比べて養

殖魚は非常に浅い。②魚種によっては、遺伝的多様性が非常に高い。例えば、

先般届出されたマダイの場合には養殖の技術がかなりありますので、いわゆ

る普通の野生のものと比べれば遺伝的多様性が少なくなったり、あるいは本

当の野生のものであれば遺伝的多様性が高かったりというような観点です。

ですので、魚種によっては遺伝的多様性が非常に高いというものです。  

 ③ゲノム編集当代において、各細胞でモザイク状に変異が起こりやすい。

「ただし、これらを交配した次世代において変異は全細胞で統一される」と

いう注意事項があります。これは植物でも起こり得るかもしれませんけれど

も、動物ではかなり特異的であるということです。つまり、例えば２つの観

点があって、まず動物細胞の場合は、植物のような細胞壁はありませんので、

精子と卵子を受精した直後の受精卵に直接細いガラス管でゲノム編集の材料

を入れることができます。そのような違いがあります。それから、卵割の早

さも２分割、４分割、８分割となっていく早さが割と早い場合が多いという
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ことがあります。そうすると、ゲノム編集をするタイミングとして、もちろ

ん受精した直後の卵を使うのですけれども、それにゲノム編集のツール、材

料を入れたときに、遺伝子を探している間に２分割、４分割となってしまっ

たりするのです。例えば分かりやすく申しますと、２分割したときに、一方

の細胞は偶然にゲノム編集ができましたが、もう一方の細胞はできませんで

したという場合、それがそれぞれ４分割、８分割と分裂していくと、例えば

マダイであれば、こんなことは余りないと思いますけれども、極端に言えば、

片方の体だけゲノム編集されていてもう片方は普通というようなイメージで

す。それが細胞ごとに行われるおそれがあるということです。それが、モザ

イク状という状態です。ただし生殖細胞のレベルで見ると、卵子は１つの細

胞、精子も１つの細胞ということで、その１つの細胞単位で見ていくとゲノ

ム編集がされているか、されていないかというだけの話ですので、されてい

る精子が次世代につながった場合にはゲノム編集されている遺伝子がいきま

すし、されていない精子であればされていない形質が次世代に表われるだけ

ですので、モザイクはそこで消えるということになります。主にそういった

３つの留意点に注意しながら見ていく必要があろうというものです。  

 次は (２ )届出集団の選定に係る留意点です。植物の場合には、１細胞由来

(１イベント由来 )の系統による集団が基本という考え方ですけれども、魚類

の場合は今申し上げたような特徴的なゲノム編集の材料を入れるところから

植物とはやはり違うということで、植物の考え方をそのまま移行するのは難

しいだろうということです。そのために、その下の「条件の例」にも記載し

てありますが、ある程度の一定の条件を満たせば、必ずしも１イベント由来

の系統の集団である必要はないと考えられるというものです。「条件の例」

として書いてあるのは、届出集団における標的遺伝子の変異の内容 (塩基数、

位置 )、例えばマダイの場合には 14 塩基欠失というものだったのですけれど

も、この 14 塩基欠失という数と、前から何番目から何番目までという位置が

全く同一という集団であり、その届出集団の親世代あるいはその届出集団の

全ての個体において、外来遺伝子の残存がないことやオフターゲット変異に

よる新たなアレルゲンの産生及び含有する既知の毒性物質の増加を生じない

ことなど、食品の安全性を確保する上で必要な確認がなされていれば、必ず

しも植物のように１イベントという基本的な考え方でなくても問題ない場合

があるということです。  

 それから (３ )は、食品衛生上のリスクがある魚類、例えばフグ等に係る留

意点です。これは簡単に申しますと、幾らゲノム編集をしたものだといって

も、現状食品衛生法で規定がある、例えばフグの場合は、海域が決まってい

たり、食べられる部位が決まっていたり、処理する人が必要だったりといっ
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たことが決まっているわけです。したがって、決まっているものは当然、そ

れに従っていただくということです。つまり、今はゲノム編集で食べること

が認められていないトラフグの肝臓の毒を除去したからと言っても、食べら

れるということではないということです。あくまでも、既存の規定に従って

いただくということです。したがって、既存の規制で規定されているものを

変えようということであれば、そちらの既存の規定のほうを当然変えていく

必要があるということで、ゲノム編集をしたからそれを守らなくてもいいと

いうことではないということで、既存の規定に従っていただくというもので

す。  

ただ、当然なのですが、自然毒のリスクは慎重に判断しなければいけないと

いうのが、次のポツになります。これは食品衛生の観点においてということ

になりますが、例えばフグ毒にしても、可食部位には全く毒がないというわ

けでは当然ないのです。ですから、毒が全くありませんとか、食中毒が全く

起こりませんという観点では当然なくて、既存の制度の中で行っている食品

衛生のリスクと同じということの確認は必要だということです。  

 (４ )その他食品衛生上の留意点です。全ゲノムシーケンス (全塩基配列 )解

析の必要性についても御議論いただきました。その中では、現時点では、全

ゲノムシーケンスといっても、やはり確認できない塩基などもたくさんあり

ます。これは一例ですけれども、例えば 99.9％確認できたといっても、残り

の 0.1％が確認できなければ、それだけで数十万という単位の塩基が見られ

ないということにもなります。したがって、この全ゲノムシーケンスはもち

ろん有用な確認するツールではあるけれども、その他のサザンブロット法や

ＰＣＲ法の適切な手法で確認することが、まず重要です。その中で、どうし

てもそういったものでの確認では不十分、あるいは確認できないということ

があれば、必要に応じて、全ゲノムシーケンスをやっていただくということ

も当然あり得るということです。今後の科学的知見の進展も踏まえ、事例ご

とに判断することが必要です、というものです。  

 ２ .その他の留意事項です。特に消費者の不安の解消に努めることが非常

に重要であり消費者の理解促進を念頭に置いた丁寧なリスクコミュニケーシ

ョンの実施が望まれる。それから、消費者の選択に資するため、引き続き、

情報伝達や表示を含む情報提供を事業者に求めることも必要であるというも

のです。このリスクコミュニケーションは、対消費者、対事業者ともに大切

なことだと思っております。今回の５回のオープンでの議論、魚の議論も、

そういった観点で、できるだけ消費者の方々にも分かりやすく、それから今

後開発して届出をする事業者の方にもやり方等があると思いますので、そこ

も分かりやすくという観点です。したがって、この５回の議論にも、例えば
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全国消費者団体連絡会の浦郷委員、あるいは日本生活協同組合連合会の二村

委員にも毎回御参加いただいております。このお二方は食品衛生分科会の委

員でもいらっしゃいますが、消費者側あるいは事業者側を含めて御意見を頂

き、できる限り事務局としてもそういった方向で議論をしていくことが必要

だという御意見を頂いたところです。それがこの２つ、消費者の理解促進を

念頭に置いた丁寧なリスクコミュニケーションと情報伝達です。情報伝達や

表示については、特に食品の表示については基本的には消費者庁の所管分野

ではありますが、厚労省も相談される事業者に対しては、ここの部分につい

ては、消費者側のこういった懸念もありますということで、事業者には毎回

伝達させていただきたいと思っております。  

 次のページ (別紙 )はイメージ図になります。一番上は、卵に直接、ゲノム

編集の材料を入れていくのですけれども、今この図では、仮に３つの卵が成

功したとなっています。これを集団交配して、Ｆ１と呼ばれる雑種第 1 代を

作っていくと、いろいろな改変が出てくるのですけれども、より良いものを

選んで、その集団の子供たちであるＦ２という雑種第２代を作っていきます。

通常は、この辺りを届出集団として届出されることが多いと思います。この

ときに先ほど申しましたように、届出集団にあっては塩基数や位置といった

ものが全て揃っていることが望ましいということになります。ちなみに、図

の一番右側に記載してございますが、届出集団の前の段階のものはゲノム編

集をした個体であれば、届出前の個体については流通できないと考えており

ます。  

 続いて資料２ -４です。こういった観点の中で、マダイの事前相談が行わ

れております。マダイの申請が令和２年７月 22 日にありましたので、遺伝子

組換え食品等調査会の委員、参考人の皆様方に御意見を伺ったものです。今

回のマダイについては、１．提出資料の確認の (１ )開発した食品の品目・品

種名及び概要ですが、「可食部増量マダイ」ということで、骨格筋を肥大す

るのを抑制する因子でミオスタチンというものがあります。通常は骨格筋が

増えよう、大きくなろうとしているのを、このミオスタチンが抑えている状

況です。この抑えているミオスタチンの働きをなくすことで、骨格筋が肥大

をしていくというものです。もちろん限界があり、事業者によると大体 1.2

倍ぐらいということです。このミオスタチンを改変することで、骨格筋肥大

が抑制されず、マダイの可食部が増量するというものです。  

 これでどういった確認をしたかが、次になります。多分これは絵で見てい

ただいたほうが分かりやすいと思いますので、５、６ページ目にパワーボイ

ントを付けております。この絵自体は先ほどの絵と一緒です。緑色の枠の親

魚○○○個体ですが、これは何個体というのは出せないのですけれども、親
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魚がいて、その子どもたち (雑種第２代 )が今回の届出の対象となります。こ

の届出の対象は、最初は１つの事前相談の資料として出されたのですけれど

も、確認していくうちに親の３ペアからの子どもたちがいて、それぞれの３

ペアの子どもたちで確認している内容が別々でしたので、そこで届出を分け

ていただくということをしています。それが次のページです。  

 次のページは (別添２ )という表です。各世代の確認方法と実施個体の内訳

です。雑種第２代の所ですが、最初は１つの届出で出てきたのですけれども、

確認している内容が若干違います。そのために２つに分けて、まず確認の済

んだ１つだけを今回届け出ていただいたという状況です。具体的には、黒い

四角で囲ってありますけれども、「Ｅ189×Ｅ 90」というペアがあります。

この子供たちが何個体かいるのですけれども、まず外来遺伝子の有無の確認

としてＰＣＲ法はその個体全てで実施済みです。それから、全ゲノム配列解

析 (全ゲノムシーケンス )を、全ての個体ではないのですけれども、ポイント

ポイントで実施しております。オフターゲットの確認として塩基配列解析も、

全ての個体ではないのですけれども必要な個体については実施済みです。確

認がとれたので、この部分だけを「届出可」としております。そのために２

つに届出を分けました。それから、今検査中のもう一つの届出は、これは全

ゲノムシーケンスを求めているペア２つなのですが、この実施が終われば、

いずれまたデータとして提出されると思いますので、そこで調査会の委員、

参考人の皆様方に御確認いただいて問題がなければ、この部分も「届出可」

とさせていただく予定です。説明が長くなりまして恐縮ですが、事務局から

は以上です。  

○曽根部会長   事務局、どうもありがとうございました。ただいまの説明につきまして、

遺伝子組換え食品等調査会の座長の近藤委員から、もし補足等がありました

ら、よろしくお願いいたします。  

○近藤委員    近藤ですけれども、ただいま事務局のほうからほとんど御説明いただいた

とおりなのですけれども、若干せっかく振っていただいたのでコメントいた

しますと、魚類の取扱いを議論するのに当たりまして、これまでに議論され

たことなのですが、まずは植物との差異を考慮する必要があったということ

が前提としてありました。これまで遺伝子組換え食品の安全性評価というの

は植物が中心だったのですけれども、この評価の対象というのは一時期、先

ほど説明がありましたように、１イベント由来の系統による集団と基本的な

考え方とするということにして対応してきました。  

 この考え方は、食品安全委員会の考え方ですけれども、例えば従来の遺伝

子組換えでは、導入される遺伝子があるわけですけれども、導入される遺伝

子が全く同一であっても導入される位置が違うと、それは全て異なるイベン
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トであると、こういう考え方から来ているところです。それで、このような

考え方で既にゲノム編集食品として届出されているＧＡＢＡトマトも、この

ような 1 イベント由来の系統による考え方に沿って対応してきたところだと

思います。  

 しかしながら、魚類の場合は先ほども言いましたように、いろいろ難しい

ところがあって、特に集団飼育される場合が多いということで、この 1 イベ

ント由来の系統の考え方、捉え方は難しいということが、魚類の専門家から

の意見や関係団体のヒアリングで、最初に明らかになったところです。  

 一方で、ゲノム編集魚類のうち、先ほど御説明があったとおり外来遺伝子

の残存がないことが確認されている場合には、ゲノム編集技術を使って起き

る遺伝子の配列の変化というのは、従来の遺伝子改良技術、品種改良技術で

も起こる変化と同等であるというように考えられると思います。  

 したがって、ゲノム編集技術で起きる変化、つまり場所と塩基数あるいは

その内容、その内容というのは形質とか挿入ということですけれども、そう

いうことが全く同一であれば 1 個体由来でなくても同一の 1 つの集団として

考えることができて、それは必ずしも従来の遺伝子組換え食品の安全性評価

の考え方をそのまま適用しなくてもいいのではないかということで議論が整

理されて、先ほど御説明があったような内容となっています。  

 それからもう１点は、毒性物質を含有する魚類の取扱いについても議論さ

れまして、これはフグなどが該当すると思うのですけれども、もちろん従来

の魚種、フグなどには、食品衛生上の規制があるのですけれども、このよう

な場合の、このような魚類に対しては、ゲノム編集魚類の場合においても同

時に、その規制に従う必要があるということで議論されました。これについ

ても先ほど説明いただいたとおりです。  

 最終的に調査会の中で議論した留意点について、調査会報告という形でま

とめたところになっています。  

 それから、マダイについては、先ほど御説明がありましたけれども、申請

企業が大学ベンチャーということもあって、技術的には非常に高いというこ

とと、迅速な対応がなされて、最終的に調査会の中ではゲノム編集技術応用

食品等の取扱要領に従って内容確認を行ったというものになっています。私

のコメントは以上です。  

○曽根部会長   近藤委員、ありがとうございました。それでは今の近藤委員からの補足説

明も含めて、各委員の皆様から御意見等がある場合は、挙手あるいはメッセ

ージにて意思表示をお願いします。いかがでしょうか。北嶋委員、よろしく

お願いします。  

○北嶋委員    国立医薬品食品衛生研究所  毒性部の北嶋と申します。近藤委員がおっしゃ
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ったように、調査会での議論はごもっともだと思うのですが、この部会では、

より広い視野から漏れがないようにという意味を込めまして、質問させてい

ただきます。養殖魚であるかどうかというのが、一見明記されていないので

すが、おそらく養殖魚でないと効率が悪いので、本件は養殖魚だと考えるの

ですが、そうするとこれは農水省の管轄の、食品衛生法とは別の法律である、

いわゆる「飼料安全法」というものがあります。ここでの養殖魚というと 20

数種類が該当し、この中にはクルマエビも入っていると思いますが、要は飼

料について安全性を考慮し規制されているわけです。  

フグの場合でも、養殖であれば当然、飼料安全法の下での飼料を与えると

考えたいところなのですけれども、うがった見方をすると、より太らせると

か、筋肉を増強させるために過剰な量のホルモン剤やアミノ酸を与えたり、

様々な事象が考えられるので、この点は、既存のこうした法律の下で運用さ

れるという理解であるとすると、農水省のほうにも報告はあったほうがいい

と考えますが、あるいはその辺りの各省庁間の関係性がどうなっているのか、

確認させていただきたいと存じます。  

○曽根部会長   ありがとうございます。事務局、その点につきましていかがでしょうか。  

○今川室長    事務局今川です。北嶋委員、ありがとうございました。飼料安全法の話が

ありましたけれども、当然これは今までの飼料安全法に従うということで、

農林水産省の担当課も認識していると承知しています。したがって、当然フ

グの場合も食品衛生法で、例えば肝臓とか可食部ではないものは食品衛生法

に基づく規制の中で厳密に廃棄しなければいけないのですけれども、当然そ

れは現行の規定に従って、飼料安全法も現行対応しているのですけれども、

現行行っている食品衛生法及び飼料安全法での対応はそのまま引き継がれる

ということになります。事務局からは以上です。  

○曽根部会長   ありがとうございました。そのほかにいかがでしょうか。私のほうから 1

点だけ。今回は、全ゲノムシーケンスは必須ではないということで、そのよ

うなお話がありましたけれども、今回のマダイにおいては実際に全ゲノムシ

ーケンスがされて、そしてこの特定の当該遺伝子以外の部分に変異がない、

オフターゲットの変異がないということが確認されて、その意味では安全感

が格段に違うと言えるかもしれません。これは親世代との比較をしているの

か、あるいはマダイ一般の全ゲノムデータベース等と比較したのか。今回は

いかがだったのでしょうか。事務局、お願いします。  

○今川室長    事務局の今川です。曽根部会長、ありがとうございます。全ゲノムシーケ

ンスなのですけれども、まず前提として、先ほど御説明しましたように、必

ず実施しなければいけないというものではございません。その中で、今回の

マダイで言えば、どの部分をどの代で、雑種第 1 代、雑種第２代で確認して
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いくのかとなったときに、事業者側に対して選択肢が幾つかあります。その

選択肢の中で、事業者側として雑種第２代での全ゲノムシーケンスを実施す

るという選択肢になったというものです。  

 したがって、必ずしも全ゲノムシーケンスをやらなくても、例えば親世代、

何個体というのは申し上げられませんけれども、親世代で全ての個体におい

て、ＰＣＲ法とかサザンブロット法とかでしっかり必要な確認ができれば、

それで問題はないとなった場合も当然ありますし、その次の代の雑種第２代

で、同じようにＰＣＲ法とかサザンブロット法とか、外来遺伝子の有無ある

いはオフターゲット変異等の確認ができれば、それでもいいというものです。

今回の場合は、選択した中で雑種第２代の中の全ゲノムシーケンスの実施を

選択したというものです。事務局からは以上です。  

○曽根部会長   ありがとうございます。全ゲノムシーケンスは必ずしも必須とするもので

はないということですけれども、先ほど事務局からも御説明がありましたと

おり、今も次世代シーケンサーがどんどん進歩していまして、今後もし非常

に安価あるいは短時間で可能になった場合は、これを行うことが安全性を説

明する上では比較的説得力を持つ資料になり、今回は残りの２つの集団につ

いても、資料によれば全ゲノムシーケンスを現在実施中ということが書かれ

ていますが、できれば全ゲノムシーケンスをやっていただく方向で推奨して

いくという方針でよろしいのでしょうか。事務局、いかがでしょうか。  

○今川室長    事務局の今川です。曽根部会長、ありがとうございました。現状で、事務

局のほうで、今後できる限りそういう方向で推奨していきますと申し上げる

ことは、なかなか難しいのですけれども、これは今後、調査会の委員、参考

人の皆様方の御意見なども踏まえて、そのときにできる一番ふさわしいやり

方というのは、今曽根部会長がおっしゃったように、どんどん科学技術も進

歩していきますので、そのときに確認できるということがおそらく出てくる

と思いますので、事前相談の事例のたびに、事務局から委員、参考人の皆様

方に御確認しながら進めていきたいと思っています。事務局からは以上です。  

○曽根部会長   ありがとうございました。いかがでしょうか。そのほかの委員の皆様から

追加の御質問等はありますでしょうか。松尾委員と朝倉委員も挙手されてい

ます。失礼しました。それでは、先に松尾委員、よろしくお願いいたします。  

○松尾委員    どうもありがとうございます、東京大学の松尾です。よろしくお願いいた

します。３点あります。質問と言うよりはコメント、お願い、要望みたいな

感じで、どちらかというと事務局に対してなのですけれども。１点目は、や

はりゲノム編集魚類の留意事項にも記載されているリスコミについてです。

消費者不安の解消や理解促進のために、リスコミについてはきちんとやって

いくということが、室長のほうからもお話がありましたけれども、そちらの
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ほうを着実に実施してほしいと思います。  

 魚は、やはり世界的にも日本は先進的に取り組んでいるところですし、ゲ

ノム編集応用食品の安全性評価の考え方も、今のお話にありましたように、

イベントベースから集団ベースに転換というところもあるかと思います。そ

ういった考え方を理解するのも結構一般の人にとっては非常に難しい話にな

ってくるかと思いますので、今回、遺伝子組換えの調査会のほうで、通常の

回数よりも増やして御説明を丁寧にしていただいたとは思うのですけれども、

一般の方々が、そもそも届出制というのをそこまで理解しているのかという

のもありますし、そういった説明会とかシンポジウムなどを厚労省単独では

なくて農水省とか、一般の人の関心が高い表示を扱う消費者庁とか、そうい

った所と連携して更に実施してほしいと思っています。これが１点目です。  

 すみません、ちょっと長くなりますが、２点目は、より広く、この調査会

は見るというところがありますので、その点についてお話したいのですけれ

ども、この魚に限らずバイオの分野はゲノム編集以外にもいろいろな技術が

どんどん出てくる、控えているという状況にあるかと思います。  

 この分野の技術の進展はスピードが速くて、規制やルールの検討の開始が

どうしても後追いになりがちだというところがあるかと思います。安全性評

価のベースになるエビデンスなどを検討するための「考え方」が今回もいろ

いろと議論になったと思うのですけれども、それに資するようなレギュラト

リーサイエンスを先取りして、検討を開始できるような取組もきちんとやっ

ていただければと思います。  

 これも厚労省だけで実施するのではなく、例えば食安委は自ら評価のよう

な仕組も持っているので、そういうのを活用してもらうとか、あと農水省も

研究開発をやるだけではなくて、研究開発と安全性の考え方やレギュラトリ

ーサイエンスをセットでやるというような、そういう感じで、関連省庁横断

で、新技術由来の安全性の確保に取り組んでいってほしいと考えております。  

 ３点目は、この２点目に関連するのですけれども、何か、ものが出てきて

から考えるようでは対応が遅くなってしまうので、中長期的な視点で２年後、

５年後、 10 年後に新しい技術やそれが応用されたものが出てくることを想定

し、そこから遡ってバックキャストして現在すべきことを検討するような、

そういう仕組みや活動を常に視野として持っていていただければと思ってい

ます。以上になります。  

○曽根部会長   ありがとうございます。リスクコミュニケーションは以前

から非常に重要な観点ということで、本部会でも指摘されてきましたけれど

も、今の点につきまして、事務局、いかがでしょうか。  

○今川室長    事務局の今川です。松尾委員、どうもありがとうございます。３点、しっ
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かりお伺いしました。ありがとうございます。特に１点目、２点目は、厚労

省だけでなく、関係省庁がそれぞれ連携して、リスコミもそうですし、レギ

ュラトリーサイエンスなどのそういった仕組みも関係省庁が連携して実施す

べきということで、正におっしゃっていただいたとおりだと思っています。  

 特に、消費者のほうは、私が今までお伺いした中でも 10 人いらっしゃれば

10 人とも意見が違うと思っています。例えば、このゲノム編集にしても、全

く問題なく、いいんじゃないかという人から、ちょっと不安があるけれど先

生方が見ていらっしゃるのであればという方、あるいは、そもそも届出では

なくて義務付けてほしい、あるいは遺伝子組換え食品のように安全性審査を

してもらいたい、そういった方々からも 10 人いれば 10 通りの御意見がある

と思います。  

 もちろん、そういった方々の全ての御意見に対して全てできる施策という

のは、厚労省でも非常に難しいと思っていますけれども、できるだけそうい

った 10 通りの意見に対して、それぞれに寄り添って行けるような対応、それ

が特にリスクコミュニケーションで必要かと思っています。厚生労働省とし

て今実施していることの事実、それから委員の意見としての事実、そういっ

た科学的知見の中で今どういった制度になっていて、どういう課題があるか

というのを厚労省としても正確にお伝えしたうえで、それぞれの方の御意見

を更にお伺いしていくという姿勢が大事だと思っています。当然、その中で

関係省庁との連携が必要であると思っております。  

 それから３点目の２年後、５年後を見据えて実施していくべきということ

も、正におっしゃっていただいたとおりかと思っています。厚労省も、いろ

いろな研究をやりながら施策を考えていますけれども、今松尾委員におっし

ゃっていただいたような観点も、松尾委員からは以前にもおっしゃっていた

だいたこともありますので、そういったことも含めて、２年後、５年後のそ

ういったことを見据えて、できるだけ早くホライズン・スキャニングのよう

な形で見ながら、できるだけ先行で実施していきたいと考えています。どう

もありがとうございます。以上です。  

○松尾委員    ありがとうございます。  

○曽根部会長   それでは朝倉委員、よろしくお願いします。  

○朝倉委員    東邦大学の朝倉です。今までの議論されている内容とちょっと違った視点

なのかなと思うのですけれども、このマダイですね、例えばマダイが、きち

んとゲノム編集ができてきちんと継代されていくものができたと。このマダ

イは骨格筋が肥大すると書いてあるので、つまり筋肉もりもりみたいな感じ

になるということだろうと思うのですけれども、その筋肉に含まれているも

の自体というのは変わらないのですか。  
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 つまり蛋白質の含有量が多くなるとか、脂質の含有量が多くなるとか、食

品としての性質が変わるということはあるのですか。  

 というのは、例えばタンパク質を制限しているとか、脂質をたくさん摂っ

てはいけない、摂ってはいけないということはないかもしれないかもしれな

いですけれども、タンパク質なんかは明確に制限している方はありますし、

そういう健康状態の普通ではない方が今までの食品と同じように摂っていい

ものなのかどうか、そういうところを明確にしたほうがいいと思います。つ

まり栄養成分が、どういうものが入っているかというのを、きちんと明らか

にしてから流通するようにしたほうがいいと思うのですけれども、その辺は

いかがでしょうか。  

○曽根部会長   事務局、よろしくお願いします。  

○今川室長    事務局の今川です。朝倉委員、ありがとうございます。今この場で詳細を

なかなか申し上げることは難しいのですけれども、概要を申し上げますと、

今回のマダイにつきまして、一般成分分析はしていただいております。つま

り水分、灰分、タンパク質、脂質の４つです。その結果から見るに、既存の

従来品のマダイと大きな違いはないと考えています。  

 もちろん、今回のは骨格筋が肥大していますので、総体的に水分あるいは

タンパク質が多少増加しています。ただ、それを踏まえてみても大きな問題

はないのではないかと、事務局も、議論していただいた委員、参考人の皆様

方の意見です。事務局からは以上です。  

○曽根部会長   ありがとうございました。千葉委員、よろしくお願いします。  

○千葉委員    医薬基盤研の千葉です。先ほど松尾委員からリスクコミュニケーションに

ついてお話があって、事務局も今後検討していくということなのですけれど

も、そのときに１点お願いしたいのが、今はリスコミというと安全性一辺倒

のリスコミが結構多いのですけれども、海外でもリスクベネフィットコミュ

ニケーションという、ベネフィットも一緒に伝えることでより消費者の理解

を得られるという流れになっていますので、是非今回もリスクとか安全性面

の一辺倒ではなくて、今後の食料自給率とか環境問題とか、そういうところ

も踏まえて、こういう技術を応用した食品が重要なのだというメッセージを

伝えることで、より消費者にも受け入れやすくなるのかなと思いますので、

そういう方向性で御検討いただければと思います。  

○曽根部会長   ありがとうございました。事務局、よろしいでしょうか。  

○今川室長    事務局の今川です。千葉委員、ありがとうございます。正におっしゃって

いただいたとおりと思っています。先ほどは、消費者側の話だけで、事業者

側の話をお伝えし忘れたのですけれども、事業者側というのは必ずしも開発

者だけではなくて開発者以外のこういうものを今後扱っていくかどうかの事
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業者側ですけれども、事業者側としても、よくおっしゃられているのが、消

費者として選んで受け入れていただけるのであれば、事業者としては当然、

そういったものも積極的に扱いたいというお話も伺っています。  

 今、千葉委員がおっしゃった視点というのは、やはり消費者側だけではな

く事業者側に対しての話も含まれるのかなと、そういう意味で消費者への理

解の促進というのは、イコール事業者としても扱っていけるかの判断が非常

に重要だと思いますので、そういったリスクベネフィットも含めて、今後の

リスコミの中で非常に重要になってくると思います。事務局からは以上です、

ありがとうございます。  

○曽根部会長   ありがとうございました。付け加えるとするならば、今回のマダイに限ら

ずゲノム編集食品全般に関しての知識とかリテラシー、特に今回は可食部が

大きくなり食品の生産性が上がるとかという面ですけれども、この技術自体

は例えば、ジャガイモの芽とか食品そのものが持つ毒性、あるいはアレルギ

ー物質が入っている場合、それらを減らすことによって、その食品を食べら

れない方が食べられるようになるとか、生産性以外のさまざまな可能性も秘

めているわけです。そのような意味からも、この技術全般が持つ可能性とい

うものを、リスクベネフィットを含めてコミュニケーションの中に入れてい

ただいて、広報や啓発活動を行っていただけるといいと思います。塚本委員、

よろしくお願いします。  

○塚本委員    塚本です。少し技術的なことをお聞きしたいのですが、資料の２ -３の「条

件の例」の所で、新たなアレルゲンの産生がない、生じないと記載されてい

ます。先ほど曽根委員が御質問なさっていたのですが、やはり全ゲノムシー

ケンスをやらないことには、ほかのタンパクに変異が起こっていないかどう

か、分かってこないのではないかと思うのですが。この新たなアレルゲンの

産生に関して、どのようにして確認されることを考えていらっしゃるのです

か。それを教えていただければと思います。  

○曽根部会長   事務局、よろしいでしょうか。お願いします。  

○今川室長    事務局の今川です。塚本委員、ありがとうございます。新たなアレルゲン

の産生がないと申しますのは、全ての食品におきまして基本的には、どなた

かに対してアレルゲギーがあるかなというところはあると思います。例えば、

マダイに対するアレルギーはどなたかに対しておそらくあると思います。た

だ、今の食品衛生の観点で一般的に言われているようなアレルゲンを確認し

て、それ以外のアレルゲンの産生はおそらく新たには生じないだろうという

ことになります。それの確認について必ずしも全ゲノムシーケンスを行って

も行わなくても、先ほど申しましたように全ゲノムシーケンスで全ての塩基

を見られるわけではないという現状からすると、現時点では必ずしも全ゲノ
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ムシーケンスを行ったからアレルゲンを一つ残らず見られるというものでも

ないかなと思っておりますので、現時点で見られるものに対して確認をして

いくと、全ゲノムシーケンスが必要であれば、全ゲノムシーケンスも行って

いくという観点かなと思っております。もし中島委員、近藤委員から追加の

御説明がございましたら、よろしくお願いいたします。  

○近藤委員    近藤です。先ほどの条件例の方法というのが御質問だったと思うのです。

具体的に調べる方法という質問とすると、例えば標的部位をマイナス２塩基

欠失でしたという場合に、フレームのシフトと言いますか、読み枠というの

がずれるので、そこから新たに翻訳されるタンパクが生成する可能性があり、

その毒性やアレルゲン性はデータベースで検索できます。候補となる新しい

タンパクの配列をアレルゲンのデータベースで検索し、既知のアレルゲンと

相同性のあるものがあるかどうかのところの検索をして、そういうものがな

いかを判断いたします。  

 今のは標的部位の話で、オフターゲット部位についてはどうしているかと

いうと、大体オフターゲットの部位は標的部位と数塩基だけ違うだけの、似

たような配列で起きるので、これまでゲノム編集されている食品のゲノムと

いうのは、ゲノム配列が大体分かっているので、似たような数塩基が違うよ

うな配列もゲノム上でどこにあるかというのは分かるわけです。そうすると、

その部位についてだけ、実験的に例えばＰＣＲ法でやれば、本当にそこに変

異が入っているかが分かりますし、もし入っていれば、先ほどと同じように、

フレームシフトが起きて新しいタンパク質の配列が生成し得るかというとこ

ろを調べて、もしあれば、それはアレルゲンデータベースで検索して、既知

のアレルゲン等と相同性があるかどうかを検索して判断することになります。

ですので、そこで全ゲノムデータベースで必ずしも一緒でなくても、今のと

ころはゲノム配列がきちんとしているものについては対応できるようになっ

ています。私からは以上です。  

○曽根部会長   中島委員、追加でありますでしょうか。  

○中島委員    中島でございます。現在、対象になっているゲノム編集は、このタイプ１

だけです。要するに、ＤＮＡの狙った所に切れ目を入れて、それが修復され

るときに変異が入るのを待っているだけということなので、実際のところは

辛抱強く従来法の育種をやっていれば取れるものしか取れてこないという、

そういう原理です。これを踏まえますと、現在のゲノム編集では、特にタイ

プ１で取れてくるものは、この従来のものを大きく越えて危険性が増すとか、

そのようなことは考えづらいわけですので、ポイントとしては、外来の遺伝

子が残っていたら、これはゲノム編集ではなくて、遺伝子組換えになってし

まいますから、こういうところは徹底的に調べますし、それからゲノム編集
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でいじったことによって変化する部分、今回は肉の量が増えるとかそういっ

たところの成分などは詳しく見ていただけますが、それ以外の点については

現在の技術で合理的に、できる分だけ、つまりはＰＣＲ法やサザンブロット

法で、それからオフターゲットの起こりそうなところを集中的に調べること

をやっていただければ、従来のものをはるかに越えるような危険なことはな

いと、このように判断していいのではないかと基本的に考えております。  

また、もう一つ重要なのは、世間の皆様方は、全ゲノムを調べればほとんど

全て分かるとお考えのようですけれども、実はそこが大間違いで、特に魚な

どは品種化されておりませんので、１匹１匹全然違いますし、ゲノム編集を

やって、それから２代、３代とやっていくと、これもまたどんどん変わって

いきます。その上、全ゲノムシーケンスやっても 99.9％しか読めないことに

なりますと、どうせ何百箇所も違ってしまいまして、この違いが自然に起こ

っているものなのか、それともゲノム編集のオフターゲットの結果なのかは

最後まで分からないということになります。その辺の事実を委員のメンバー

が共有いたしますと、何が何でも全ゲノムシーケンスを求めるというのは合

理的ではないという判断になります。だったら、従来法で調べられる限りの

ことを誠意を持って調べたと認められるならば、従来のものを越える危険性

はないと、このように考えました。  

 アレルゲンについても、もともとの天然のフグなり何なりに対してアレル

ゲンのある方がいらっしゃるというのは事務局の説明のとおりですので、こ

れを越えて特に危険性が増すことはないというように考えていいと思います。

長くなって申し訳ございません。以上です。  

○曽根部会長   ありがとうございました。皆様、よろしいでしょうか。これ以上の御質問

等はありますでしょうか。特にないようであれば。北嶋委員、どうぞ。  

○北嶋委員    北嶋でございます。リスクコミュニケーションにつきまして、そうは言っ

ても難しいだろうなという点１点と、この方策につき１点、ご参考までに紹

介させていただきたいと思うのです。よく安全と安心というように称される

のですが、安全性について正確に伝えるというのは、これは当たり前のこと

であり、我々としても当然必死に伝えていかなければいけないものと考える

のですけれども、他方、安心について伝えることは非常に難しいことと思う

わけです。例えば、専門的な知識を持っている方が専門的な知識を持ってな

い方に説明すると、もちろん信用してくれる方は多数いるのでしょうけれど、

一方ではどうしても、眉唾に思う方も少なからずいると予想され、安心を謳

うことは難しいなと個人的には、強く思っています。  

 コメントが長くなりまして恐縮ですが、私自身、技術的には従来のＤＮＡ

組換えのことも実施していましたし、ゲノム編集の方の実験もおこなってお



 28 

り、すなわち双方の経験をしているという、専門家の中でも比較的珍しい方

だと思うのです。両技術における作製効率は、かなり違っていて、考え方に

よっては、できてくる確率が１万倍以上は違うと考えられるわけです。この

こともあって、今までの既存の技術ですと、非常に作製効率が悪いので、自

ずと丹念に調べていく傾向にあるはずなのですが、このゲノム編集技術の場

合は、作製効率が非常に良いことから丹念さが相対的に弱くなるように思わ

れ、これに加えまして、オフターゲットのことについて多くの皆さまは言及

いたしますが、実はオンターゲット部位においても、多様な非意図的なもの

が、意図したものと同時にできてきてくるわけです。この点は、以前から部

会でも私が強調しているところでございますが、すなわち、オンターゲット

部位でも非常に多様なものが出てくるので、意図したものをちゃんと選抜す

ることが特に重要であるということでございます。方策の一例と申しますの

は、こういう技術論的な違いを含め、例えば従来法の技術を持っている作製

者と、新しいゲノム編集技術を持っている作製者との対話や議論を公開する

ことによって、一般の人が、安心の点で、合点しやすくなるかな、というこ

とでございます。  

        換言すれば、既存のＤＮＡ組換え技術を有しているメーカー様と、新しい

ゲノム編集技術を以って市販しようとしているメーカー様との対話について

公開するといったことです。一枚岩のように見えるかもしれないですけれど、

両者の立場は実は、全く違うものだと私は思うのです。無理やり例え話をし

ますと、、車の世界では最近、電気自動車の開発が進んでおりますが、これ

までの既存のガソリン車での安全性と、電気自動車での安全性を語るときに、

それぞれの業界の人の対話や議論を公開した方が、それぞれの業界から一方

的に説明を聞くよりは、安心の点で、納得してくれる方が多いのではないか、

ということでございます。１つの例として、ご紹介させていただきました。

以上でございます。  

○曽根部会長   ありがとうございました。  

○北嶋委員    この点、お詳しい中島委員の御意見を聞いてみたいと思います。  

○曽根部会長   中島委員、いかがでしょうか。  

○中島委員    これを説明するときに、いつもポイントになるのが、遺伝子組換えとゲノ

ム編集の違いのところから、そもそも説明しないといけないというところが

また大変でして、厳密に言うと、ゲノム編集でも遺伝子組換えと同じような

外来の遺伝子を導入できるというところも、これもまた話をややこしくして

います。いつも思っているのですけれども、今回のようなタイプ１の、ただ

切るだけで自然修復のタイプのゲノム編集について、誰か気の利く人だと自

然修復タイプとか、何かそれらしいネーミングのいいものを、そうやって命
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名していただいて説明しやすくしてもらえると有り難いかなと、いつも思っ

ています。松永さんが書いてくれたものとか、それから私もゲノム編集とそ

の変更を説明するための総説などを書いておりますので読んでいただければ

と思います。何よりも重要なのは、一般の方に説明する我々の説明がぶれた

らいけないというか、人によって違う説明の仕方をしてしまうと、また、あ

の人はこう言っていたということになりかねませんので、どこかで説明する

ときは、このような感じで作っていただけると、できれば雛形みたいなもの

を作っていただけると助かるかと思います。  

○曽根部会長   ゲノム編集食品あるいは遺伝子組換え食品全体に言えることですけれども、

何か、高校生ぐらいでも理解できるような分かりやすくスタンダードな説明

を例えば省庁でホームページを設けていただくとか、そのようなことは可能

なのですか。事務局、いかがでしょうか。  

○今川室長    事務局の今川です。委員の皆様方、どうもありがとうございました。まず、

北嶋委員におっしゃっていただいたことは、おそらく同じ遺伝子をいじると

いうことでは共通があるのに、既存の遺伝子組換えの事業者と、あるいはゲ

ノム編集をやり始めた事業者では、おそらく認識の違いが大きいのかなと。

例えば、遺伝子組換えをやっていた事業者は、当然遺伝子組換えの申請なり

をされているので、非常にその仕組みに詳しい。ところが、ゲノム編集をさ

れている新しい方々というのは、その仕組みが、むしろ大変なので、それに

いかないような仕組みをうまく作られるということです。北嶋委員がおっし

ゃっていただいたような垣根があると思うのですね。だから、そこをこっち

の仕組み、こっちの仕組みと、それぞれが理解するような仕組みというのも、

おっしゃっていただいたように必要なのかなというのが、今御意見をお伺い

して思った次第です。  

 それから、先ほど中島委員からもおっしゃっていただきましたけれども、

何らか、その説明がぶれないようにということは、我々も常に、おっしゃる

とおりだと思っております。最近も遺伝子組換えも含めて、このゲノム編集

で分かりやすい資料を作るという前提の下にパンフレットを作ったり、それ

だと今おっしゃっていただいたように不十分だということも理解させていた

だいております。その説明するターゲット、ターゲットそれぞれにおいても

少しずつ変えていかなければおそらく伝わりづらいと思いますので、いきな

りいろいろというのは難しいかもしれませんけれども、一つ一つ課題を解決

するような、資料とか、あるいは関係省庁と連携する場面も、おっしゃって

いただいたようにあると思いますので、必要な場面でそういった連携がしっ

かりと取れるように、今、委員の皆様方がおっしゃっていただいたことをよ

く考えて、更に良い資料、良い媒体を作っていきたいと思います。事務局か
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らは以上です。  

○曽根部会長   中島委員、追加で何かありますでしょうか。  

○中島委員    省庁の協力ということであれば、農水省のホームページに、この７月から

食品安全委員会の委員になられた松永さんのお書きになっている、中心にな

ってまとめられたすごく分かりやすい資料がございますので、まずそこを共

有すると。それから松永さんがお書きになった本も実に分かりやすくできて

いますので、そういうところから共有していくのが、何もかも我々が作るの

も大変ですので、せっかくいいものができているので、これをなるべく活用

していくという方向が、楽ができていいかなと思います。  

○曽根部会長   そのほかに、よろしいでしょうか。  

○阿部委員    すみません、最後に一言だけ。最後に議論のあった情報の共有や提供に関

して、私は日本栄養士会の代表で出ているのですけれど、今、日本栄養士会

の中でいろいろな雑誌の特集を組んだり、ホームページの特集を組むときに、

最近だと、このゲノム編集について何かもっと分かりやすく知りたいと話題

に出ています。やはり管理栄養士・栄養士は直接食材を扱いますので、先ほ

ど朝倉委員がおっしゃってくれましたけれども、栄養の問題も含めて、新し

いことが出ると一番聞かれるのですね。住民の方とか、あるいは病院なら患

者さんとか、直接いろいろ聞かれるので、そういう方たちに正しく分かりや

すく情報を伝えていくのが栄養士会としても責務かなと思っています。先ほ

ど議論された部分に関しては、是非、栄養士会としても協力いたしますし、

逆に情報提供を頂ければと思いますので、引き続き、どうぞよろしくお願い

いたします。  

○曽根部会長   ありがとうございました。事務局も含めて、よろしいでしょうか。  

○今川室長    事務局の今川です。承知いたしました。ありがとうございます。  

○曽根部会長   特に、これ以上ないようでしたら、これで議題２については終了いたしま

す。  

 引き続き、議題３「遺伝子組換え食品等及びゲノム編集食品等の審査・届

出の状況」についてです。資料３について、事務局から御説明をよろしくお

願いいたします。  

○今川室長    事務局、今川です。資料３ -１ですけれども、これは特に何か新しいことと

いうわけではなくて、遺伝子組換え食品の現状の審査済みの数と、ゲノム編

集の届出済みの数を、この部会でも定期的に御報告申し上げ、今後も御報告

申し上げるというものです。今、遺伝子組換え食品は、 10 月 11 日時点ですけ

れども、８作物 326 品種、それから添加物は 22 種類 59 品目です。ゲノム編集

のほうは、先ほど申しましたマダイのほかにもトマトが出ております。事務

局からは以上です。  
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○曽根部会長   特に御意見は、各委員からありますでしょうか。御質問や御意見、もしあ

れば挙手若しくはメッセージにて意思表示をよろしくお願いいたします。よ

ろしいでしょうか。松尾委員、よろしくお願いいたします。  

○松尾委員    ちょっと簡単にですが、この品種の数え方についての確認です。スタック

品種について、従来は１件というようにカウントされていたところ、その後、

そうではなくなっているという認識でよろしいのか、その場合、そこら辺に

ついて、その数字を書くときに、どこかに注記をしておいたほうがよいので

はないかと思いまして、ちょっと確認でございます。  

○曽根部会長   事務局、いかがでしょうか。  

○今川室長    事務局、今川です。松尾委員、ありがとうございます。おっしゃっていた

だいたことに説明申し上げますと、これは遺伝子組換え食品のことだと思っ

ております。遺伝子組換え食品のほうで、特にトウモロコシが該当するので

すけれども、安全性審査が済んだもの同士の掛け合わせについて、従来はそ

れも含めて審査をしていたのですけれども、平成 26 年に制度改正をしまして、

今後、安全性審査が済んだものの掛け合わせの中で、ある一定の条件を満た

していれば、それは安全性審査をしなくてもよいという仕組みになっており

ます。今、松尾委員におっしゃっていただいたのは、そういう仕組みがある

ことを分かりやすいようにどこかに注釈を入れておいたほうがいいのではな

いかということだと思いますけれども、そういう理解でよろしかったですか。  

○松尾委員    そのとおりです。それまでは、スタック品種も１件としてカウントされて

いたものの、制度改正後は、数え方が変わって１件としてカウントされてい

ないということであるならば、何らかの形で示されていたほうがより分かり

やすいのではないかなという趣旨です。実際に確認したわけではないですが、

過去の数字を見た場合、それまでは件数が伸びていたところで、平成 26 年以

降もし伸びが鈍化するように見える場合、さきほどの説明が付されれば、そ

れはスタック品種がカウントされないことも要因の一つと理解できるのかな

と思いました。その辺を表の所に書いていただいたほうがいいのではないか

と思った次第です。記載の仕方は事務局に任せますが。  

○曽根部会長   事務局、お願いいたします。  

○今川室長    今川でございます。松尾委員、ありがとうございました。大変よく理解で

きました。松尾委員がおっしゃいますように、特にトウモロコシですね、ナ

タネも少しあるかもしれませんが、トウモロコシが非常に多いのですけれど

も、それまで安全性審査はしていたもので、この制度改正以降、急にしなく

ていいものが増えたことになります。それがトウモロコシの数がそもそも多

いので、急にそこから少なくなったと。感覚的に言えばおそらく半分ぐらい

が審査しなくなったものがあると思いますけれども、そういうことについて
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分かりやすいように、何か注釈を付けたほうがよいと、そのように理解いた

しました。松尾委員、どうもありがとうございました。  

○曽根部会長   そのほかの委員の皆様から御質問や御指摘はありますか。大丈夫でしょう

か。特にないようであれば、以上で本日の議事を終了したいと思います。  

 もし連絡事項等がありましたら、事務局からよろしくお願いいたします。  

○今川室長    今川でございます。事務局からは特にございません。  

○曽根部会長   それでは、これにて新開発食品調査部会を終了いたします。ありがとうご

ざいました。  

 

 

 


